
- 2 - 

             令和６年１０月１７日 

余剰電力の仮想個人間電力取引について 

世田谷区では、令和４年に地球温暖化対策域推進計画を見直し、 

2030年度の温室効果ガス排出量を 2013年度比で 57.1%削減する目標を

掲げ、区民・事業者と連携して脱炭素社会の実現に向けた取組を進め

ています。 

１ 余剰電力の仮想個人間電力取引等について 

成城地区を対象に地域づくりと一体で地域の脱炭素化を目指す「脱炭素地域づくり」事業

の一環として、以下のとおり、「余剰電力の仮想個人間電力取引」などの取り組みを開始 

する。 

 

（１）余剰電力の仮想個人間電力取引等実証事業の実施 

住宅地の脱炭素化に向けて、地域の再生可能エネルギー（以下、再エネ）の地産地消 

及び再エネポテンシャルの最大化を促進する手法の確立に向けた実証事業などを目的とし

て、関係事業者５社と基本合意を締結した。 

今後、この枠組みの中で、P2P個人間電力取引の実装や、次世代再エネ等設備 

（フレキシブルソーラー、逆潮流蓄電池）に関する実証事業をモデル地区等で実施し、全区

展開や社会実装に向けた検証を行う。 

本実証事業は、東京都が広域的環境課題の解決に資する区市町村等の取組を支援 

する「区市町村との連携による環境政策加速化事業（将来性のある先進的事業）」の令和 

６年度採択事業として実施する。 

 

（２）砧総合支所等への東京都水力発電由来の再エネ１００％電力の導入 

成城地区に立地する砧総合支所及び成城６丁目事務所棟に再エネ電力を導入する。 

地域住民が利用する公共施設で、都内で発電された再エネ１００％電力を地産地消し、

脱炭素地域づくり事業の先行的取組みとして区民等に周知啓発することで、成城地区に 

おける電力の脱炭素化を促進する。 

 

（３）国の「脱炭素先行地域」の選定結果について 

令和６年６月に国に応募した第５回「脱炭素先行地域」への世田谷区の提案は、審査の 

結果、非選定となった。 

引き続き、国や東京都の補助事業を積極的に活用し、成城地区を対象とした脱炭素 

地域づくり事業の推進のため、改めて事業を再構築し取り組んでいく。 
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２ その他の再生可能エネルギーに関する取り組み 

世田谷区は、令和６年６月に「電力リバースオークション」により公共施設の電力の 

一括購入先を決定したが、これに伴い、新たに公共施設３施設に再生可能エネルギー 

１００％電力（以下、再エネ電力）を１０月１日より導入した。また、東京都が保有する水力

発電所由来の再エネ電力も、１０月１７日より公共施設２施設に導入する。 

これに合わせ、小売電気事業者との官民連携による一般消費者向けの再エネ電力 

切替促進キャンペーンを以下のとおり実施する。 
 

（１）新たに公共施設５施設で供給開始 

導入施設 小売電気事業者 備考 

北沢総合支所 

玉川総合支所 

烏山総合支所 

しろくま電力株式会社 

（所在地：東京都港区芝大

門２－４－６） 

電力リバースオークション（※）により決定 

砧総合支所 

成城６丁目事務所棟 

東京ガス株式会社 

（所在地：東京都港区海岸

１―５―２０） 

都が保有する多摩川水系の水力発電所由来の

電力売電先として選定され、東京さくらトラムや

都内の電力需要家（事業所）に電力を供給 

   ※価格を開示した競り下げ方式によるオークション。「再生可能エネルギー電力の利用促進に関する連携協定」

（令和５年５月３１日）を締結した株式会社エナーバンクが提供する「エネオク」を活用。 

①電力供給開始：１０月１日順次開始 ②ＣＯ２削減効果：約１，３５０ｔ-ＣＯ２ 

 

（２）官民連携による再エネ電力切替促進キャンペーン 

しろくま電力株式会社との官民連携により、「世田谷区民限定！電気代＆ＣＯ２ダブル

カットキャンペーン！」を実施する。 

キャンペーン期間中にしろくま電力株式会社の再エネ電力契約に切り替えた区民に 

対して、地域通貨「せたがやＰａｙ」の５，０００ポイントを提供する。このキャンペーンにより

区民に再エネ電力への切り替えを促し、区内の一層の脱炭素推進をねらう。 

キャンペーン名 

世田谷区民限定！電気代＆CO2ダブルカットキャンペーン！ 

  

適用条件 

申込みの電力供給地点が世田谷区内であること 

申込時から遡って 6カ月以内にしろくま電力株式会社との契約を 

していないこと 

＜申込先等詳細＞  

https://shirokumapower.com/cpn_setagaya  

※１０月１０日オープン 

プレゼント内容 せたがやＰａｙ ５，０００ポイント 

応募期間 令和６年１０月１０日～令和７年３月３１日 

◎問合先 １ 環境計画課             電話０３－６４３２－７１２８ 
       ２ 環境・エネルギー施策推進課  電話０３－６４３２－７１３3 

https://shirokumapower.com/cpn_setagaya

